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第１章  総則  

 第１節  背景及び目的  

   平成２３年に発生した東日本大震災や、平成２７年に発生した関東・東北豪雨災害、

平成２８年に発生した熊本地震、平成３０年に発生した西日本豪雨災害などでは、被

害は広範囲に及び、ライフラインや交通網の寸断など社会インフラへの影響が大きか

ったのと同時に、大量の廃棄物が発生し、これらを早期に処理することが復旧・復興

における重要課題となった。  

   そのため、国では、大規模災害の経験と知見を踏まえて、「災害廃棄物対策指針（平

成２６年３月及び平成３０年３月改訂版  環境省）」及び「大規模災害発生時におけ

る災害廃棄物対策行動指針（平成２７年１１月）」を策定し、災害時の廃棄物処理を

迅速に進めるために、事前の対策を可能な限り講じておくことの重要性を示している。 

   白岡市災害廃棄物処理計画（以下「本計画」という。）は、白岡市地域防災計画（以

下「地域防災計画」という。）と整合性を図りながら、災害廃棄物の処理に係る対応

についてその方策を示すとともに、東日本大震災等の経験により蓄積された成果を踏

まえ、発災時の状況に即した災害廃棄物処理の具体的な対応を示すことにより、災害

廃棄物の適正かつ円滑な処理の実施を目指すものである。  
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第２節  計画の位置付け  

   本計画は、環境省の定める「災害廃棄物対策指針」、「大規模災害発生時における災

害廃棄物対策行動指針」及び「埼玉県災害廃棄物処理指針（平成２９年３月）」（以下

「県指針」という。）に基づき策定するものであり、地域防災計画と整合を図り、適

正かつ円滑に災害廃棄物の処理を実施するために必要な事項を示すものである。  

   白岡市（以下「本市」という。）で災害が発生した際、災害廃棄物等の処理は本計画

に基づき進めるが、実際の被害状況等により柔軟に対応するものとする。本計画の位

置付けを図１－１に示す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：災害廃棄物対策指針（平成３０年３月  環境省）  

 

図１－１  本計画の位置付け   

大規模災害廃棄物対策のための協議会等
平時から、広域での連携・協力関係を構築。

廃棄物処理法
災害対策基本法

（復興段階では大規模災害復興法）

防災基本計画

（復興段階では復興基本方針）
基本方針
（環境大臣）

環境省防災業務計画

災害廃棄物対策指針

【通常の災害】
➢ 市区町村及び都道府県

が災害に備えて策定する災
害廃棄物の処理に係る計画

に盛り込むべき事項を提示。

➢ 当該計画を策定しない
市区町村及び都道府県が、

発災後に災害廃棄物の処理

方針とするものとしても活

用。

① 各主体が備えるべき大規模地

震特有の事項

② 地域ブロックにおける対策行

動計画策定の指針（特に広域連

携について）

③ 発生後に環境大臣が策定する

処理方針のひな形

大規模災害発生時における

災害廃棄物対策行動指針

廃棄物処理

施設整備計画

廃棄物処理施

設の災害拠点化、

耐震化等の観点

からも取組を推

進。

地域ブロック

将来的な方向性

大規模災害発生時における

災害廃棄物対策行動計画
大規模災害の発生が予想される地域を含む地域ブロックご

とに策定。

埼玉県

蓮田白岡衛生組合

埼玉県廃棄物処理基本計画 埼玉県地域防災計画

埼玉県災害廃棄物処理指針

○○災害における

災害廃棄物

処理指針

大規模災害

発災後

○○災害における

災害廃棄物

処理実行計画

○○災害に係る

災害廃棄物

処理実行計画

災害発災後

災害発災後

（相互に整合性を図る。）

（相互に整合性を図る。）

蓮田白岡衛生組合

一般廃棄物処理基本計画

白岡市地域防災計画

白岡市災害廃棄物処理計画

連携

白岡市

蓮田白岡衛生組合

災害廃棄物処理実施計画

○○災害に係る

災害廃棄物

処理実行計画

災害発災後
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 第３節  基本事項  

 １  想定される災害  

    本計画で対象とする災害のうち、地震については、地域防災計画でも想定され、

県指針で示された地震被害で最も大きな被害が想定されている関東平野北西縁断層

帯地震とし、風水害としては、大規模水害に係る被害として想定している荒川及び

利根川の洪水氾濫を対象とし、表１－１に示す。  

 

表１－１  想定される災害  

≪地震≫  

 

 

 

 

 

 

≪風水害≫  

 

 

 

 

２  想定される災害廃棄物等の種類  

   本計画において想定される災害廃棄物等について、表１－２に示す。  

 

表１－２  想定される災害廃棄物等の種類  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※リサイクル可能なものは各リサイクル法により処理を行う。  

項   目  被  害  等  の  内  容  

マグニチュード  関東平野北西縁断層帯地震（活断層型）  ：  Ｍ８．１  

避 難 者 数 
１  日  後  ：      ７６５人   １週間後  ：  １，９１９人  

１か月後  ：  ３，１５６人  

全 壊 ・ 半 壊 等 

家 屋 数 
全壊  ：  １７７棟   半壊  ：  ８１３棟   焼失  ：  ２１棟  

項   目  被  害  等  の  内  容  

降 水 量 
・荒 川 氾 濫 に よ る 洪 水  ：  荒川流域の３日間総雨量      ６３２㎜  

・利根川氾濫による洪水  ：  利根川流域、八斗島上流域の３日間総雨量  ４９１㎜  

区分  種   類  内      容  

災 
 

害 
 

廃 
 

棄 
 

物 
木 く ず 柱、梁、壁材、水害などによる流木など  

コンクリートがら等  コンクリート片やコンクリートブロック、アスファルト、屋根瓦など  

金 属 く ず  鉄骨や鉄筋、アルミ材など  

可 燃 物 繊維類、紙、木くず、稲わら、プラスチック等が混在した廃棄物  

不 燃 物 
分別することができない細かなコンクリートや木くず、プラス

チック、ガラス、土砂などが混在した概ね不燃性の廃棄物  

廃 家 電 
・エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機などの家電４品目  

・家電４品目以外の家電  

廃 自 動 車 等  自動車、自動二輪、原動機付自転車など  

処 理 困 難 物  
有害廃棄物（廃石綿、ＰＣＢ、フロン類）、感染性廃棄物、消

火器、ボンベ類、ピアノ、バッテリーなどの適正処理困難物  

生
活
ご
み
等 

生 活 ご み  平常時、家庭から排出される生活ごみや、資源物、粗大ごみなど  

避 難 所 ご み  避難所から排出される生活ごみなど  

し尿 し尿及び浄化槽汚泥  
平常時、家庭から排出されるし尿及び浄化槽汚泥（仮設トイレ

を含む）  
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  ３  災害廃棄物の処理主体  

    本市で発生した災害廃棄物の処理は、本市及び蓮田白岡衛生組合が主体となって

処理を行うことを基本とし、本市は、道路などに放置される災害廃棄物の仮置場へ

の運搬や仮置場における分別・保管等の運営管理を行うとともに、蓮田白岡衛生組

合において処理ができない処理困難物の処分を行うものとする。  

蓮田白岡衛生組合は、避難所など緊急を要する廃棄物の収集を優先して行うとと

もに、仮置場に搬入された災害廃棄物のうち可燃物など蓮田白岡衛生組合において

処理が可能な災害廃棄物の運搬及び焼却処分を行うものとする。  

    災害の規模、災害廃棄物の量や種類により、本市及び蓮田白岡衛生組合のみで処

理することが困難な場合は、近隣自治体及び民間事業者等への支援を要請する。  

    なお、災害規模が大きく独自処理が困難な場合は、地方自治法第２５２条の１４

第１項の規定に基づき、県等への事務委託を行うものとする。  

 

  ４  災害廃棄物の処理目標期間の設定  

    本市内で発生する災害廃棄物は速やかな処理完了を目指し、災害発生から最長で

も２年以内で処理することを目標とする。  

 

第４節  計画の見直し  

   本計画は、地域防災計画に基づき、庁内の関連部署との調整や県指針などを参考に

しながら、必要に応じて見直しを行うものとする。  
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第２章  災害廃棄物処理に関する組織及び体制等  

 第１節  組織体制・指揮命令系統  

１  災害対策本部  

    市内で震度５強以上の地震が発生し、もしくは埼玉県及び東京都で震度６弱以上

の地震が発生したとき、その他状況により市長が必要があると認めたときに設置さ

れる災害対策本部は、図２－１のとおりであり、各業務は地域防災計画に定めると

おりである。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－１  白岡市災害対策本部の構成  

 

議会事務局班【議会総務課長】

本部事務局

安心安全課
【危機管理支援職員含む】

白岡消防署職員

資材班【街づくり課長】

資材班【新土地利用推進課長】

土木班【道路課長】

★

福祉班【福祉課長】

子育て支援班【子育て支援課長】

子育て支援班【保育課長】

高齢介護班【高齢介護課長】

援護班【保険年金課長】

保健衛生班【健康増進課長】

★

【★】
災害対策本部対応のほ
か、全庁的な危機管理
事案が発生し、安心安
全課と連携を図る必要
がある場合は、総合政
策部付き副参事として
総合政策部長の指揮命
令を受ける。 生涯学習部

【生涯学習部長】

本部会議

本部長

市長

副本部長

副市長

教育長

本部員

総合政策部長

市民生活部長

健康福祉部長

都市整備部長

上下水道部長

会計管理者

議会事務局長

学校教育部長

生涯学習部長

総合政策部
【総合政策部長】

上下水道部
【上下水道部長】

学校教育部
【学校教育部長】

都市整備部
【都市整備部長】

健康福祉部
【健康福祉部長】

市民生活部
【市民生活部長】

社会教育班【学び支援課長】

社会教育班【いきいき教育課長】

水道班【水道課長】

下水道班【下水道課長】

★

★

教育総務班【教育総務課長】

教育指導班【教育指導課長】

建築班【建築課長】

★

★

★

★

★

★

地域振興班【地域振興課長】

商工班【商工観光課長】

農政班【農政課長】

市民班【市民課長】

環境班【環境課長】

★

★

出納班【会計課長】

議会事務局班【議会事務局長】

安心安全班【安心安全課長】

企画政策班【企画政策課長】

秘書広報班【秘書広報課長】

総務班【総務課長】

財政班【財政課長】

税務班【税務課長】

出典：白岡市地域防災計画  
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２  環境班の事務分掌  

   環境班の事務分掌は、次のとおりである。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節  情報収集、連絡体制  

１  災害対策本部から収集する情報  

   環境班は、災害廃棄物を適切に処理するために、表２－１に示す情報を災害対策

本部から収集するとともに、関係者に周知する。  

   また、これらの情報は、被災・被害状況が明らかになるにつれて、刻々と更新さ

れるため、可能な限り得られた情報の正確性を裏付ける情報も併せて整理し、常に

最新の情報を収集し、その発表日時を明確にする。  

 

表２－１  災害対策本部からの情報収集項目  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

区  分  情  報  収  集  項  目  目   的  

避難所と避難

者数の把握  

・開設した避難所名  

・各避難所の収容人数  

・仮設トイレ必要基数、

避難所ごみの発生量の

把握  

建物の被災状

況の把握  

・建物の全壊、半壊及び浸水棟数  

・建物の焼失棟数  

・災害廃棄物の発生量、

種類等の把握  

上下水道・道

路の被災及び

復旧状況の把

握  

・水道施設の被災状況及び復旧の見通し  

・断水の状況及び復旧の見通し  

・下水道処理施設等の被災状況及び復旧の見通し  

・主要な道路・橋梁の被災状況及び復旧の見通し  

・し尿の発生量等の把握  

・収集運搬ルートの確保  

①  被災地等の消毒及び防疫に関すること。  

②  し尿の収集、運搬及び処分に関すること。  

③  災害廃棄物の処理及び清掃に関すること。  

④  遺体の収容、安置等に関すること。  

⑤  公害の監視及び環境保全に関すること。  

⑥  放射能対策に関すること。  

⑦  蓮田白岡衛生組合の被害収集及び応急復旧の連絡調整に関すること。  

⑧  避難所等の応急仮設トイレの設置に関すること。  

⑨  動物愛護・保護及び情報交換に関すること。  
出典：白岡市地域防災計画  
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２  蓮田白岡衛生組合から収集する情報  

    蓮田白岡衛生組合との連絡手段を確保し、表２－２に示す情報について共有に努

める。  

 

表２－２  蓮田白岡衛生組合からの情報収集項目  

 

 

 

 

 

 

 

３  国・県への報告  

   国・県との連絡手段を確保し、災害対策本部から収集した情報、被災地域からの

情報、ごみ処理の進捗状況など、表２－３に示す情報について、定期的に国・県に

報告するものとする。  

 

表２－３  国・県への報告事項  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

区  分  情  報  収  集  項  目  目   的  

蓮田白岡衛生組合  

・ごみ焼却施設、粗大ごみ処理施設、し尿  

 処理施設の被災状況及び復旧の見通し  

・ごみ処理施設の災害廃棄物の処理体制  

・一般廃棄物収集業者の被災状況及び再開  

 の見通し  

・ごみの収集、処理体

制の構築  

区   分  情  報  収  集  項  目  目   的  

災害廃棄物（全体）  

・腐敗性廃棄物・有  

害廃棄物の発生状況  

・災害廃棄物の処理量・進捗率  

・腐敗性廃棄物の種類と量及び処理状況  

・有害廃棄物の種類と量及び拡散状況  

・生活環境の保全  

・全体像の把握  

廃 棄 物 処 理 施 設 の  

被 災 状 況  

・被災状況  

・復旧の見通し  

・必要な支援  

・処理体制の構築  

仮 置 場 整 備 状 況  
・仮置場の位置と規模  

・必要資材の調達状況  
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４  近隣自治体との情報共有  

    近隣自治体との連絡手段（被災状況に応じ利用可能な連絡手段）を確保し、表２

－４に示す情報の共有に努める。  

 

表２－４  近隣自治体と共有すべき情報  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５  関係団体との情報共有  

   災害対策に関する応援協定を締結している関係団体と連絡を取り、応援協定内容

に応じた情報を収集し、今後の対応について調整を行うものとする。  

  

項   目  内      容  

オ ー プ ン  

ス ペ ー ス  

・仮置場候補地  

・広域避難所  

・物資拠点  

・仮設住宅を含  

 めた空き地  

災害廃棄物の仮置場は、処理の進捗に応じ変化するため、オ

ープンスペースとして情報をデータベース化することで、様々

な状況に対応できるものとする。  

なお、オープンスぺースの情報収集にあたっては、周辺の学

校や医療機関等の保全施設の情報も併せて収集する必要があ

る。  

処 理 施 設  

・ごみ処理施設  

・し尿処理施設  

・最終処分場  

・再資源化施設  

 災害廃棄物の処理のために有効と思われる施設は、それらの

施設の被災状況、アクセス方法など様々な条件により選定され

るものである。そのため、施設の基本情報をデータベース化す

ることで、様々な状況に対応できるものとする。  

資 機 材  

・収集運搬車両  

・重機  

・仮設トイレ  

など  

 災害廃棄物の処理や災害時に有効な資機材としては、収集運

搬車両、重機、仮設トイレなどが挙げられる。  

 また、これらの資機材は、先の仮置場と併せ災害廃棄物処理

の初期体制を決定づける要因ともなる。そのため、資機材の情

報をデータベース化することで様々な状況に応じた体制整備

に対応できるものとする。  

そ   の   他  

 災害廃棄物処理体制構築について検討する際の情報として、

上記以外に必要となる広域情報項目は、避難所、緊急輸送路等

が挙げられる。  
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第３節  連携・支援体制  

 被災地域で発生する災害廃棄物（し尿を含む）の処理は、本市及び蓮田白岡衛生組

合が事前調整したうえで行うことになるが、被災状況や災害廃棄物の発生量によって

は、本市や蓮田白岡衛生組合だけでの対応ができないことも想定されるため、速やか

に協力・支援体制を整備するものとする。協力・支援体制については、あらかじめ締

結された協定等により構築するものとする。  

  環境班は、支援の必要性を把握し、要請内容を整理し、応援協定に基づき応援を要

請する。近隣自治体及び民間団体からの支援の申出については、支援要請内容の調整

を行うものとする。  

 

１  自衛隊、警察、消防等との連携  

   道路上の災害廃棄物の撤去等が生じる場合は、災害対策本部へ連絡のうえ、地域

防災計画に基づき、道路管理者へ撤去の要請を行うものとする。  

また、災害対策本部を通じて自衛隊、警察、消防等との連携方法についても調整

を行うものとする。  

   なお、有害物や危険物等の災害廃棄物に対する情報提供を行うものとする。  

 

２  国・県への支援要請  

 災害廃棄物処理にあたっては、本市と蓮田白岡衛生組合が主体となって自区内処

理を行うことが基本となるが、被災状況や災害廃棄物の発生量によっては、国、県

及び周辺自治体等との協力・連携により広域的な処理を進めるものとする。  

   発災後の支援要請については、図２－２の手順で要請の必要性を判断したうえで

行うものとする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      図２－２  災害廃棄物処理の支援要請の基本的な流れ  
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３  県内、協定締結自治体との連携・支援  

   県内、特に近隣自治体との連携・支援については、既に締結している応援協定に

基づき進めていくものとし、迅速かつ効果的に実行されるよう常に最新の情報を提

供するとともに、市内の情勢を正確に把握し、必要な支援等について要請する。  

   また、他自治体から支援を受ける場合、受入体制の整備も重要となるため、協定

締結に際しては、支援を受ける人材、資機材の詳細、また、これらの移動ルートの

確保、受入体制の整備も検討し、さらに、支援される側だけではなく、支援する側

の体制等についてもあらかじめ検討しておく。  

   なお、令和２年３月３１日現在の災害廃棄物等の処理に関する協定の締結につい

て、表２－５に示す。  

 

表２－５  災害廃棄物等の処理に関する協定団体  

協定の種類・名称  協  定  締  結  者  協  定  概  要  

（相互支援協定） 

災 害 廃 棄 物 等 の

処 理 に 関 す る 相

互支援協定  

さいたま市浦和区  

高砂３丁目１５番  

１  

埼玉県清掃行政研  

究協議会  

埼玉県・県内市町村  

・一部事務組合  

８４団体  

締結日：平成２０年７月１５日  

①  資機材等の提供及び斡旋  

②  一時的に保管する仮置場  

の提供  

③  必要な職員の派遣  

④  処理の実施  

⑤  その他必要な事項  

（協力協定）  

災 害 廃 棄 物 等 の

処 理 の 協 力 に 関

する協定  

川越市元町１丁目  

３番１号  

埼玉県清掃行政研  

究協議会会長  

さいたま市浦和区  

常盤３丁目１１番  

２号  

埼玉県一般廃棄物  

連合会  

締結日：平成２２年８月６日  

①  災害廃棄物等の撤去  

②  災害廃棄物等の収集・運搬  

③  災害廃棄物等の処分  

④  前各号に伴う必要な事項  

（協力協定）  

地 震 等 大 規 模 災

害 時 に お け る 災

害 廃 棄 物 の 処 理

等 に 関 す る 協 定

書  

さいたま市浦和区  

高砂３丁目１５番  

１  

埼玉県  

さいたま市浦和区  

高砂３丁目５番７  

号  

高砂建物ビル３階  

一般社団法人埼玉  

県環境産業振興協  

会  

締結日：平成１６年１１月１日  

①  災害廃棄物の撤去  

②  災害廃棄物の収集・運搬  

③  災害廃棄物の処分  

④  前各号に伴う必要な事項  

 

４  民間事業者との連携  

 被災状況により、災害対策に関する応援協定を締結している民間事業者からの支

援を求める場合、災害対策本部へ連絡のうえ、協定に基づき要請する。  
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５  ボランティアへの支援要請  

   災害発生時には、被災家屋の片付けや粗大ごみの搬出などで多くの人員が必要と

なることから、必要に応じて災害対策本部を通じボランティアによる支援を要請す

る。  

   また、作業人員のほか、資機材や物資などの提供も含めた企業単位での地域貢

献・ボランティア活動について、平常時から情報の収集を行うものとする。  
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第３章  災害廃棄物対策  

第１節  災害廃棄物の処理の基本方針  

  災害廃棄物の処理は、以下の方針に基づき行うものとする。  

 ○  衛生的かつ迅速な処理  

災害廃棄物については、地域を通常の状態に復旧・復興する観点から、でき

るだけ衛生的かつ迅速に処理を進める。  

 ○  安全性の確保  

災害時の清掃業務では、特に作業の安全確保を図るとともに、仮置場の運営

においては、災害廃棄物の飛散、流出や火災防止策等の必要な措置を講じる。  

 ○  環境への配慮  

災害廃棄物の運搬や処理にあたっては、周辺の生活環境を損なわないように

進める。  

また、粗大ごみやがれき等においては、本計画に基づき可能な限り再生利用

を図る。  

 ○  住民への周知  

災害廃棄物の排出・分別ルールについて、住民に混乱を招かないよう周知徹

底を図る。  

○  地域全体での協働体制  

仮置場の運営管理等については、市が主体となって、住民・行政区・民間事

業所等との協働体制を構築し、運搬、解体、処理、資源化等を進める。  

また、必要に応じて、国、県等への支援を要請する。  
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 第２節  時期区分に応じた業務  

   本計画では、災害廃棄物処理について、平常時の対策（被害抑止・被害軽減）、初動

期、応急対応期、復旧・復興期の必要な事項を整理する。  

   本計画における時期区分に応じた業務は、表３－１に示す。  

   また、各時期区分における詳細な行動例は、表３－２及び表３－３に示す。  

 

表３－１  災害発生後の時期区分と特徴  

時期区分  時期区分の特徴  災害廃棄物対策業務  

平常時  
被害抑止、被害軽減の

ための事前対策実施  

・災害廃棄物処理計画の策定  

・施設の強じん化  

初動期  

（発災後数日間）  

人命救助が優先され

る時期  

・通行障害となっている災害廃棄物の優先撤

去、二次被害防止のための災害廃棄物撤去  

・被害状況の把握  

・緊急仮置場の設置、必要資機材の確保  

・支援要請  

応急対応期  

（発災後３か月程度） 

避難所生活の本格化、

人や物の流れが回復  

・進捗管理  

・避難所ごみの対応  

・支援要請  

・仮置場の設置・受入  

・災害廃棄物処理実行計画の策定  

復旧・復興期  

（発災後２年程度）  

避難所生活終了、復興

工事の本格化  

・進捗管理  

・復旧・復興計画と合わせた災害廃棄物処理・

再資源化  

・長期の支援要請  

・災害廃棄物処理実行計画の見直し  

※時期区分の時間目安は、被害の状況によって異なる。  
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  表３－２  災害廃棄物処理  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初動期

（発災後数日間）

応急対応期（前半）

（発災後３週間程度）

応急対応期（後半）

（発災後３か月程度）

発生量

実行計画

処理方針

処理フロー

処理スケジュール

撤去

収集運搬

仮置場

二次災害防止のため

の環境対策、モニタリ

ング、火災対策

有害廃棄物・危険物

対策

処理施設

区分

災害応急対応
復旧・復興期

（発災後２年程度）

被害状況等の情報から災害廃棄

物の発生量の推計開始 災害廃棄物の発生量の推計（必要に応じて見直し）

実行計画の策定・見直し

処理方針の策定

処理フローの作成・見直し

処理スケジュールの検討・見直し

通行障害となっている災害廃棄物の優先撤去（関係部局と連携）

倒壊の危険のある建物の優先撤去（設計、積算、現場管理等を含め）（関係部局と連携）

撤去（必要に応じて解体）が必要と

される損壊家屋等の撤去（必要に

応じて解体）（設計、積算、現場管

理等を含む）

片付けごみの回収方法の検討

住民、ボランティアへの情報提供（分別方法、仮置場の場所等）

収集運搬体制の確保、ボランティアとの連携

収集運搬の実施

広域処理する際の輸送体制の確立

仮置場候補地の選定

受入に関する合意形成

仮置場の必要面積の算定

仮置場の確保・設置・運営、火災防止策、漏水防止策

仮置場の過不足の確認、集約

仮置場の集約

仮置場の復旧・返却

仮置場環境モニタリングの実施（特に石綿モニタリングは、初動時に実施することが重要）。

悪臭及び害虫防止対策

有害廃棄物・危険物への配慮

所在、発生量の把握、受入・保管・管理方法の検討、処理先の確保、撤去作業の安全確保

ＰＣＢ、石綿（アスベスト）含有物（スレート板等）、テトラクロロエチレン、フロンなどの優先的回収

腐敗性廃棄物等の優先的処理

既存施設の被害状況の把握

産業廃棄物処理施設も含めた処理能力の確認等（破砕・選別・中間処理・再資源化・最終処分）

処理可能量の推計

県及び周辺自治体との調整

広域処理の必要性の検討 広域処理の実施
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  表３－３  生活ごみ・避難所ごみ、仮設トイレ等のし尿の処理  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

初動期
（発災後数日間）

応急対応期（前半）
（発災後３週間程度）

応急対応期（後半）
（発災後３か月程度）

生活ごみ・避難所ごみ

仮設トイレ等のし尿

区分

災害応急対応
復旧・復興期

（発災後２年程度）

収集方法の確立・周知・広報

収集状況の確認・支援要請

仮設トイレ（簡易トイレを含む）、消臭剤や脱臭剤等の確保

仮設トイレの必要数の把握

収集状況の確認・支援要請

仮設トイレの設置

（組合）稼働可能施設の運転、災害廃棄物緊急処理受入

（組合）ごみ処理施設の被害状況の把握、安全性の確認

（組合）補修体制の整備・必要資機材の確保

（組合）補修・再稼働の実施

生活ごみ・避難所ごみの保管場所の確保

収集運搬・処理体制の確保、処理施設の稼働状況に合わせた分別区分の決定

収集運搬・処理・最終処分

感染性廃棄物への対策

仮設トイレの運搬、し尿の汲み取り運搬計画の策定

（組合）し尿受入施設の確保（設置翌日からし尿収集運搬開始、処理・保管先の確保）

仮設トイレの管理、し尿の収集・処理

仮設トイレの使用方法、維持管理方法等の利用者への指導

（衛生的な使用状況の確保）

避難所の閉鎖、下水道の復旧等

に伴い撤去
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第３節  一般廃棄物処理施設の現状  

   本市の一般廃棄物は、本市及び蓮田市で構成する蓮田白岡衛生組合において処理さ

れている。ごみ焼却施設、粗大ごみ処理施設及びし尿処理施設の概要について、表３

－４、３－５及び３－６に示す。  

 

表３－４  ごみ焼却施設の概要  

 

 

 

 

 

 

 

 

表３－５  粗大ごみ処理施設の概要  

 

 

 

 

 

 

 

 

表３－６  し尿処理施設の概要  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

項   目  内        容  

名 称 蓮田白岡環境センターごみ焼却施設  

所 在 地  埼玉県蓮田市大字根金５３番地  

竣 工 年 月 平成７年２月  

処 理 能 力 ２７０ｔ／２４ｈ（９０ｔ／２４ｈ×３炉）  

処 理 方 式 全連続燃焼式（ストーカ式）  

余 熱 利 用 設 備  場内施設の給湯及び暖房  

項   目  内        容  

名 称 蓮田白岡環境センター粗大ごみ処理施設  

所 在 地  埼玉県蓮田市大字根金５３番地  

竣 工 年 月 平成７年２月  

処 理 能 力 ３６ｔ／５ｈ  

処 理 方 式 破砕処理、選別処理  

選 別 項 目 鉄類、アルミ類、可燃物、不燃物  

項   目  内        容  

名 称 蓮田白岡環境センターし尿処理施設  

所 在 地  埼玉県白岡市篠津１２７９番地５  

竣 工 年 月 平成１４年２月  

処 理 能 力 ４６ｋℓ／日  

処 理 方 式 浄化槽汚泥対応型膜分離高負荷脱窒素処理方式  

処 理 対 象 し尿及び浄化槽汚泥  

放 流 先  元荒川  
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 第４節  災害廃棄物処理業務の内容  

１  災害廃棄物の発生量の算定  

（１）  地震  

ア  推計方法  

        がれき類の発生量の推計式を表３－７、発生原単位を表３－８、種類別  

割合を表３－９に示す。  

        がれき類の発生量は、被害区分別の発生原単位に被害区分別の被害棟数  

を乗じて推計する。地震被害によって発生するがれき類は、「全壊」、「半  

壊」、「焼失（木造）」、「焼失（非木造）」の被害区分で発生原単位が異なる。  

また、推計したがれき類発生量の種類別の量を把握するため、がれき類  

発生量に被害区分別の種類別割合を乗じ、「可燃物」、「不燃物」、「コンク  

リートがら」、「金属」、「柱角材」の量を推計する。  

 

       表３－７  がれき類の発生量の推計式（地震）       

項   目  推    計    式  

がれき類の発生量（ｔ） 被害区分別の被害棟数（棟）  ×  被害区分別の発生原単位（ｔ／棟） 

種 類 別 割 合（ｔ） が れ き 等 発 生 量 （ｔ）  ×  被害区分別の種類別割合（  ％  ） 

 

       表３－８  がれき類の発生原単位（地震）        

被害区分  発生原単位  備      考  

全 壊 １６１ｔ／棟  
内閣府（２０１３）による首都直下地震の

被害想定  

半 壊 ３２ｔ／棟  全壊の２０％  

焼  失（木  造）  １０７ｔ／棟  １６１ｔ／棟から約３４％焼失した残り  

焼  失（非木造）  １３５ｔ／棟  １６１ｔ／棟から約１６％焼失した残り  

出典：災害廃棄物対策指針（平成２６年３月  環境省）  

 

       表３－９  がれき類の種類別割合（地震）        

被害区分  可燃物  不燃物  コ ン ク リ ー ト が ら  金  属  柱角材  

揺れによる被害・  

液状化による被害  
８．０％  ２８．０％  ５８．０％  ３．０％  ３．０％  

火  災  

（木  造）  
０．１％  ６５．０％  ３１．０％  ４．０％  ０．０％  

火  災  

（非木造）  
０．１％  ２０．０％  ７６．０％  ４．０％  ０．０％  

出典：災害廃棄物対策指針（平成２６年３月  環境省）  
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イ  地震被害による災害がれき類の発生量  

      大きな被害が想定されている関東平野北西縁断層帯地震（破壊開始点：  

南）における建物の被害想定を表３－１０、がれき類の発生量を表３－１  

１、種類別発生量を表３－１２に示す。  

        なお、発生時は、災害廃棄物を適切に処理するために、被害状況を踏ま  

えた災害廃棄物発生量を把握する。  

 

        表３－１０  建物の被害想定（地震）         

被  害  想  定  
合   計  揺れによる被害  液状化による被害  

全壊数  半壊数  全壊数  半壊数  全壊数  半壊数  

関 東 平 野

北 西 縁 断

層 帯 地 震  

木  造  １４３  ７２９  ９９  ６４８  ４４  ８１  

非木造  ３４  ８４  １０  ５３  ２４  ３１  

合  計  １７７  ８１３  １０９  ７０１  ６８  １１２  

焼  失  ２１   

出典：埼玉県地震被害想定調査報告書（平成２６年３月  埼玉県）  

 

       表３－１１  がれき類の発生量（地震）         

被  害  想  定  
合      計  

全壊数  半壊数  

関東平野北西  

縁断層帯地震  

木    造  ２３，０２３  ２３，３２８  

非  木  造  ５，４７４  ２，６８８  

合    計  ２８，４９７  ２６，０１６  

 焼    失 ※  １，３６８  

総    量  ５５，８８１  

※  焼失棟数の内訳が不明なため、焼失に伴う災害廃棄物量は、県指針種類別災害廃  

     棄物推計結果の被害区分（火災）の災害廃棄物量とした。  

  

       表３－１２  種類別発生量（地震）  

被害想定  
種  類  別  発  生  量  

可燃物  不燃物  コ ン ク リ ー ト が ら  金属  柱角材  

関東平野北西  

縁断層帯地震  
４，３６２  １６，１５３  ３２，０４２  １，６９０  １，６３５  

計算式：「表３－１１がれき類の発生量（地震）」の「木造・非木造の全壊数・半壊  

数」の合計  × 「表３－９がれき類の種類別割合（地震）」の「揺れによる  

被害・液状化による被害」の割合  ＋  「表３－１１がれき類の発生量（地  

震）」の「焼失」の数  × 「表３－９がれき類の種類別割合（地震）」の「火  

災（木造）」の割合  

  

（単位：棟）  

（単位：ｔ）  

（単位：ｔ）  
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（２）  風水害  

ア  推計方法  

        がれき類の発生量の推計式を表３－１３、発生原単位を表３－１４、種  

類別割合を表３－１５に示す。  

        風水害被害によって発生するがれき類は、「床上浸水」、「床下浸水」の被  

害区分で発生原単位が異なる。がれき類の発生量は、その被害区分別の発  

生原単位に被害区分別の被害世帯数を乗じて推計する。  

また、発生したがれき類の発生量の種類別の量を把握するため、がれき  

類発生量に被害区分別の種類別割合を乗じ、「可燃物」、「不燃物」、「コン

クリートがら」、「金属」、「柱角材」、「危険物・有害物」「思い出の品等」、

「廃家電類」、「土砂」の量を推計する。  

        腐敗性廃棄物の多量発生が予想される場合には、その量を把握し、がれ  

き類の発生量に計上する。  

 

       表３－１３  がれき類の発生量の推計式（風水害）      

項   目  推    計    式  

がれき類の発生量

（ｔ）  
被害区分別の被害棟数 （棟）  ×  被害区分別の発生原単位（ｔ／棟） 

種 類 別 割 合

（ｔ）  
が れ き 等 発 生 量 （ｔ）  ×  被害区分別の種類別割合（  ％  ） 

 

       表３－１４  がれき類の発生原単位（風水害）       

被害区分  発生原単位  備      考  

床  上  浸  水  ４．６０ｔ／世帯  浸水深が０．５ｍ以上の被害  

床  下  浸  水  ０．６２ｔ／世帯  浸水深が０．５ｍ未満の被害  

出典：災害廃棄物対策指針（平成２６年３月  環境省）  

 

表３－１５  がれき類の種類別割合（風水害）  

被害区分  可燃物  不燃物  コ ン ク リ ー ト が ら  金  属  柱角材  

風水害  

３８．６％   ９．１％   ４．３％   ２．６％  １６．８％  

危険物・有害 物  思い出の品等  廃家電類  土  砂  
 

 ０．５％   ０．１％   １．９％  ２６．１％  

出典：県指針  
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イ  風水害による災害がれき類の発生量  

      大規模水害に係る被害として想定している荒川及び利根川の洪水氾濫  

における建物の被害想定を表３－１６、がれき類の発生量を表３－１７、  

種類別発生量を表３－１８に示す。  

 

       表３－１６  建物の被害想定（風水害）        

被害想定  床上浸水  床下浸水  

荒 川 氾 濫 に よ る 洪 水  ７，５５７  ３，６９８  

利 根 川 氾 濫 に よ る 洪 水  ５，０３１  ５，３５２  

        計算式：「表３－１７がれき類の発生量（風水害）」  ÷ 「表３－１４がれき類の発生  

原単位（風水害）」  

 

       表３－１７  がれき類の発生量（風水害）        

被  害  想  定  総   量  

被  害  区  分  

床上浸水  床下浸水  

荒 川 氾 濫 に よ る 洪 水  ３７，０５５  ３４，７６２   ２，２９３  

利根川氾濫による洪水  ２６，４６１  ２３，１４３   ３，３１８  

出典：県指針  

 

       表３－１８  種類別発生量（風水害）  

災害廃棄物の種類  荒川氾濫による洪水  利根川氾濫による洪水  

可 燃 物  １４，３０３  １０，２１４  

不 燃 物   ３，３７２   ２，４０８  

コ ン ク リ ー ト が ら   １，５９３   １，１３８  

金  属     ９６３     ６８８  

柱 角 材   ６，２２５   ４，４４５  

危 険 物 ・ 有 害 物     １８５     １３２  

思 い 出 の 品 等     ３７      ２６  

廃 家 電 類     ７０４     ５０３  

土  砂   ９，６７１   ６，９０６  

総  量  ３７，０５３  ２６，４６０  

注：端数処理により、総量と種類別発生量の合計が一致しない。  

  

（単位：世帯） 

（単位：ｔ）  

（単位：ｔ）  
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２  処理フロー  

    災害発生後の廃棄物の処理については、図３－１のとおり処理を行うものとし、

災害廃棄物は、選別を徹底し資源化を推進することにより、処理・処分量を削減す

るとともに適正な処理を行うものとする。  

また、被災していない家庭や避難所から発生する一般廃棄物などは、極力平常時

と同様の収集体系を維持するものとするが、災害規模に応じて弾力的な方策を講じ

ることとする。  

    

出典：蓮田白岡衛生組合災害廃棄物処理実施計画  

   図３－１  処理フロー  
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３  生活ごみ・避難所ごみ  

（１）  生活ごみ・避難所ごみの推計方法  

       被災時における生活ごみ及び避難所ごみの収集量については、県指針に基  

づき表３－１９に示す方法により推計する。  

       生活ごみ及び避難所ごみ発生量のごみ量原単位は、平成３０年における本  

市の１人１日当たりのごみ排出量（粗大ごみ・集団回収を含む）である７９  

０ｇ／人・日を用いた。  

表３－１９  生活ごみ及び避難所ごみ量の推計方法  

項  目  ごみ量原単位  推   計   式  

生 活 ご み 
７９０ｇ／人・日  

市 全 体 の 人 口  × ご み 量 原 単 位  

避 難 所 ご み 避 難 所 人 口  × ご み 量 原 単 位  

 

（２）  生活ごみ・避難所ごみの推計発生量  

地震時の避難者数の方が風水害時の避難者数より多くなると想定されるた  

め、本計画では関東平野北西縁断層帯地震（破壊開始点：南）時に発生する  

生活ごみ・避難所ごみについて推計する。  

市全体で発生する生活ごみの発生量を表３－２０に示す。  

表３－２０  生活ごみの発生量  

項  目  単  位  
発  災  後  

翌   日  

発  災  後  

１  週  間  

発  災  後  

１  か  月  

総人口（R1.6.1 現在） 人  ５２，３２３  ５２，３２３  ５２，３２３  

 う ち 避 難 所 人 口  人     ７６５   １，９１９   ３，１５６  

生活ごみ発生量原単位  ｇ／人・日     ７９０     ７９０     ７９０  

生 活 ご み 発 生 量  ｔ／日    ４１．３    ４１．３    ４１．３  

 う ち 避 難 所 由 来  ｔ／日     ０．６     １．５     ２．５  

 

４  収集運搬  

    災害発生時には、平常の収集作業を平行して行うことを原則とするが、被災状況

に応じて平常収集を制限し、避難所など緊急を要するものから収集を行うこととす

る。  

    避難所などからの収集についても、避難者数及び仮設トイレの設置基数をそれぞ

れ把握することにより、優先順位を決定し収集作業を実施するものとする。  
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５  し尿等の処理・収集運搬  

    災害発生時には、浄化槽や公共下水道等が使用できなくなることが想定されるこ

とから、生活排水処理施設の被害状況や避難者数を把握するなど、優先順位を踏ま

えたうえで仮設トイレを設置し、併せて計画的な収集体制を整備する。  

なお、生活ごみ・避難所ごみの推計発生量と同様に、関東平野北西縁断層帯地震

時に発生するし尿発生量について推計する。  

市全体で発生するし尿等の発生量を表３－２１に示す。  

 

表３－２１  し尿等の発生量  

項   目  単位  
発災後  

翌  日  

発災後  

1 週間  

発災後  

１か月  
備  考  

し 尿 収 集 必 要 人 数  人  １０，０１０  １０，９５８  １１，９７４  ①：②＋③  

し 尿 発 生 量  kℓ／日      ２５      ２７      ３０  

① × 発 生 原

単位（２．５

ℓ／人・日） 

非 水 洗 化 区 域 

し 尿 収 集 人 口 
人     ９１７     ８９７     ８７５  ② ＊ １  

仮 設 ト イ レ 必 要 人 数  人   ９，０９３  １０，０６１  １１，０９９  ③：④＋⑤  

 

避 難 者 数  人     ７６５   １，９１９   ３，１５６  ④  

断 水 に よ る 仮 設  

ト イ レ 必 要 人 数  
人   ８，３２８   ８，１４２   ７，９４３  ⑤ ＊ ２  

仮 設 ト イ レ  

必 要 設 置 数  
基     １７２     １９０     ２０９  ⑥ ＊ ３  

＊１  非水洗化人口  －  避難者数  × （非水洗化人口／総人口）  

＊２  〔水洗化人口  －  避難者数（水洗化人口／総人口）〕  × 断水率  × １／２  

（断水により仮設トイレを利用する人数は、断水人口の約半数と仮定）  

＊３  仮設トイレ必要設置数  ：  仮設トイレ必要人数  ÷ 仮設トイレ設置目安  

仮設トイレ設置目安  ：  仮設トイレの容量  ÷ し尿の１人１日平均排出量  ÷ 収集計画  

＝  ５３人／基仮設トイレ平均的容量：４００ℓ（仮定）  

し尿の１人１日平均排出量  ：  ２．５ℓ／人・日（県指針より）  

収集計画  ：  ３日に１回の収集（仮定）  

※  総人口５２，４６４人、水洗化人口５１，５３３人、非水洗化人口９３１人  

（平成３０年度  一般廃棄物処理事業等実態調査（平成２９年度実績）より）  

※  断水率  ：  ３２．８％（埼玉県地震被害想定調査報告書（埼玉県  平成２６年３月）より） 

 

６  思い出の品等  

   （１）  基本的事項  

       がれき類の搬出時や建物の解体時、仮置場での分別作業時やボランティア  

による片付け作業時に、下記に示すような思い出の品、貴重品及び文化財（以  

下「思い出の品等」という。）が発見され、所有者が判明している場合には  

速やかに所有者に引き渡すものとする。  

また、所有者が不明の場合は、警察への引渡し、もしくは本市で保管及び  

管理する。  

思い出の品：位牌、アルバム、卒業証書、賞状、手帳、成績表、写真、パソ  

      コン、携帯電話、ビデオカメラなど  

      貴  重  品：株券、金券、商品券、古銭、財布、通帳、判子、貴金属類など  

      文  化  財：古文書、仏像、仏具、古民具類など  
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   （２）  回収、保管、管理及び閲覧時の留意点  

       思い出の品等の回収及び引渡しのフロー図を図３－２に示す。  

また、回収、保管、管理及び閲覧時の留意点を以下に示す。  

なお、思い出の品等は膨大な量となることが想定され、また、限られた期  

間の中で所有者へ返却を行うため、発見場所や品目等の情報がわかる管理リ  

ストを作成し、管理するとともに、閲覧の機会をつくり、持ち主に戻すこと  

が望ましい。  

      ア  思い出の品  

・撤去、解体作業員による回収のほか、現場や人員の状況により回収する  

チームを作り、回収する。  

・土や泥がついている場合、洗浄、乾燥し、リストを作成の上、市で保管・ 

管理する。  

      イ  貴重品  

警察へ引渡す。  

      ウ  文化財  

       ・文化財レスキュー等と連携して回収・保存処理チームを作成し、分類・  

応急処理を行う。  

       ・資料リスト作成後、警察に書類を送付する。  

       ・国、県と連携して恒久的保存対策を講じる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－２  思い出の品等の回収及び引渡しのフロー  
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７  仮置場の設置、運営管理、返還  

（１）  仮置場の設置、運営管理、返還  

       災害発生後、被災地から撤去したがれき等を一時保管したり、粗選別等を  

行う仮置場の設置が必要となる。本市では市内に複数の仮置場を設置し、が  

れき等の粗選別及び保管を行うものとする。  

   仮置場の設置から土地の原状復旧までの流れは、図３－３のフローを基本  

とし、がれき等の迅速かつ適正な処理を実施する。仮置場の確保及び運営管  

理に係る対応内容を表３－２２に示す。  

 

◎  仮置場の原状復旧時のトラブルを避けるため、仮置場の使用前、使用中、使用終了  

         後の記録（写真を含む）を残しておくこととする。  

出典：県指針  

図３－３  仮置場の確保及び運営管理に係る対応フロー  

  

大規模災害発生  

①  緊急対応、道路啓開 ＊  

②  必要な仮置場の確保  

③  仮置場の運営管理体制の構築  

④  仮置場の運営管理  

⑤  使用終了後の原状復旧  

被害状況の把握  

災害廃棄物処

理実行計画の

作成  

＊  道路啓開：緊急車両等が通行可能となるように道路上のがれき等の除去を行うこと。 

初
動
期 

応
急
対
応
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復
旧
・
復
興
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      表３－２２  仮置場の確保及び運営管理に係る対応内容     

仮置場の確保及び運営管理に係る対応内容  

①  緊急対応、道路啓開  

・人命救助が優先される。道路啓開に伴って発生するがれき等の仮置場への搬入が

要請される可能性があることから、緊急輸送道路周辺の仮置場の確保に努める。  

②  必要な仮置場の確保  

・がれき等の発生量に応じて仮置場候補地を選定する。  

・仮置場候補地について、災害対策本部と調整した後、必要な手続きを行う。  

③  仮置場の運営管理体制の構築  

・仮置場の返還条件に応じて、必要な事前調査（土壌分析等）を行う。  

・原状復旧を効率的に進めるため、仮置場共用時の使用状況を記録（写真等）する。 

・仮置場の地盤・搬入出路を整備するとともに、必要な資機材等の調達や分別等の

基準策定、整備・運営管理の監督員の配置等を行い、仮置場の管理体制を確保す

る。  

④  仮置場の運営管理  

・仮置場への搬入・保管・搬出の状況（種類、数量等）を管理・把握し、県に報告

する。  

・分別保管の徹底のため、仮置場ごとに保管物の種類を看板等で表示し、異なるが

れき等の混合を防ぐ。  

⑤  使用終了後の原状復旧  

・仮置場の返還条件に応じて、土壌汚染の有無等を確認し、原状復旧を行う。  
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（２）  仮置場のレイアウト  

       被災状況に応じて災害廃棄物の発生量から、必要となる仮置場の面積を算  

定し、仮置場の候補地から使用する箇所を確定する。使用する仮置場では、 

使用前に可能な範囲で土壌汚染状況を確認し、仮置きする災害廃棄物の性状  

に合わせて土壌汚染防止策を検討するとともに、管理小屋、フェンス、消火  

用水槽等に必要設備を設置する。  

       また、設置・運営管理を委託する場合は、早急に積算を行ったうえで、早  

い段階で適切に委託契約をする。  

       仮置場の配置例を図３－４に示す。  

      図３－４  仮置場の配置例  
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（３）  仮置場の推計方法及び必要面積  

       災害発生時の災害廃棄物の発生量に基づき、処理期間を２年間として、積  

上げ高さや作業スペースを加味し、仮置場必要面積を次の算定式により推計  

し、表３－２３、表３－２４、表３－２５に示す。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      表３－２３  仮置場面積の算出（関東平野北西縁断層帯地震  破壊開始点：南）  

項   目  可燃物  不燃物  合  計  備  考  

災 害 廃 棄 物 の  

発 生 量（ｔ）  
５，９９７  ４９，８８５  ５５，８８２  

ａ：災害廃棄物  

  発生量  

年 間 処 理 量  

（ｔ）  
２，９９９  ２４，９４３  ２７，９４２  ｂ：ａ÷処理期間  

保 管 量  

（ｔ）  
２，９９８  ２４，９４２  ２７，９４０  ｃ：ａ－ｂ  

見 か け 比 重  

（ｔ／㎥）  
０．４  １．１  －  ｄ  

体       積  

（㎥）  
７，４９５  ２２，６７５  ３０，１７０  ｅ：ｃ÷ｄ  

積 上 げ 高 さ  

（ｍ）  
－  －  ５  ｆ  

廃 棄 物 置 場 面 積

（㎡）  
－  －  ６，０３４  ｇ：ｅ÷ｆ  

作 業 ス ペ ー ス の  

割 合 
－  －  １  ｈ  

仮置場の必要面積

（㎡）  
－  －  １２，０６８  ⅰ：ｇ×（１＋ｈ） 

 

  

 仮置場必要面積  ＝  保管量  ÷ 見かけ比重  ÷ 積上げ高さ  

× （１  ＋  作業スペース割合）  

  ・見かけ比重  

   可燃物：０．４ｔ／㎥  不燃物：１．１ｔ／㎥  

  ・積上げ高さ：５ｍ  

  ・作業スペース割合：０．８～１  

  ・保管量は、可燃物及び不燃物ごとに下式により推計した。  

    保  管  量  ＝  災害廃棄物の発生量  －  年間処理量  

    年間処理量  ＝  災害廃棄物の発生量  ÷ 処理期間  
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表３－２４  仮置場の算出（荒川氾濫による洪水）       

項   目  可燃物  不燃物  合  計  備  考  

災 害 廃 棄 物 の  

発 生 量（ｔ）  
２０，５２８  １６，５２５  ３７，０５３  

ａ：災害廃棄物  

発生量  

年 間 処 理 量  

（ｔ）  
１０，２６４  ８，２６３  １８，５２７  ｂ：ａ÷処理期間  

保 管 量  

（ｔ）  
１０，２６４  ８，２６２  １８，５２６  ｃ：ａ－ｂ  

見 か け 比 重  

（ｔ／㎥）  
０．４  １．１  －  ｄ  

体       積  

（㎥）  
２５，６６０  ７，５１１  ３３，１７１  ｅ：ｃ÷ｄ  

積 上 げ 高 さ  

（ｍ）  
－  －  ５  ｆ  

廃 棄 物 置 場 面 積

（㎡）  
－  －  ６，６３４  ｇ：ｅ÷ｆ  

作 業 ス ペ ー ス の  

割 合 
－  －  １  ｈ  

仮置場の必要面積

（㎡）  
－  －  １３，２６８  ⅰ：ｇ×（１＋ｈ） 

 

表３－２５  仮置場の算出（利根川氾濫による洪水）  

項   目  可燃物  不燃物  合  計  備  考  

災 害 廃 棄 物 の  

発 生 量（ｔ）  
１４，６５９  １１，８０１  ２６，４６０  

ａ：災害廃棄物  

発生量  

年 間 処 理 量  

（ｔ）  
７，３３０  ５，９０１  １３，２３１  ｂ：ａ÷処理期間  

保 管 量  

（ｔ）  
７，３２９  ５，９００  １３，２２９  ｃ：ａ－ｂ  

見 か け 比 重  

（ｔ／㎥）  
０．４  １．１  －  ｄ  

体       積  

（㎥）  
１８，３２３  ５，３６４  ２３，６８７  ｅ：ｃ÷ｄ  

積 上 げ 高 さ  

（ｍ）  
－  －  ５  ｆ  

廃 棄 物 置 場 面 積

（㎡）  
－  －  ４，７３７  ｇ：ｅ÷ｆ  

作 業 ス ペ ー ス の  

割 合 
－  －  １  ｈ  

仮置場の必要面積

（㎡）  
－  －  ９，４７４  ⅰ：ｇ×（１＋ｈ） 
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（４）  仮置場の確保  

       仮置場の必要面積に基づき、仮置場となる土地を選定する。仮置場用地は  

公用地を中心に検討するが、公用地の利用は仮設住宅の建設等、他の土地利  

用計画とも関わってくるため、災害対策本部と協議のうえ指定する。仮置場  

の選定条件を表３－２６に示す。  

 

表３－２６  仮置場の選定条件  

選    定    条    件  

・公園、グラウンド、公民館等の公用地（市有地、県有地、国有地等）  

・未利用工場跡地等で長期間利用が見込まれない民有地（借上げ）  

・応急仮設住宅など他の土地利用ニーズの低い場所  

・二次災害のおそれがない場所  

・地域の基幹産業への影響が少ない場所  

・浸水のおそれがなく、消火用水（確保できない場合は散水機械）が確保できる場所  

・周辺住民や環境への影響が少ない場所  

・がれき等の発生状況と効率的な搬入ルート、搬入路の幅員、処理施設等への効率的

な搬出ルートを想定、考慮する。  
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８  環境モニタリング  

    災害廃棄物等の運搬経路、仮置場及び廃棄物処理施設等を対象に、大気質、騒音・

振動、土壌汚染、臭気、水質等の環境モニタリングを行い、周辺環境への影響を把

握し、軽減させる保全策を必要に応じ実施する。  

また、環境モニタリングを実施する地点は、災害廃棄物等を処理する施設の位置

や処理・処分方法を踏まえ決定する。  

    なお、災害廃棄物等処理における環境影響と環境保全策を表３－２７に、環境モ

ニタリング地点の選定の考え方を表３－２８に、環境モニタリング方法の例を表３

－２９に示す。  

 

表３－２７  災害廃棄物等処理における環境影響と環境保全策      

影響項目  環  境  影  響  環  境  保  全  策  

大 気 質  

・解体・撤去、仮置場作業に  

 おける粉じんの飛散  

・石綿含有廃棄物（建材等）  

 の保管・処理による飛散  

・災害廃棄物保管による有害  

ガス、可燃性ガスの発生  

・定期的な散水の実施  

・保管、選別、処理装置への屋根の設置  

・周囲への飛散防止ネットの設置  

・フレコンバックへの保管  

・搬入路の鉄板敷設等による粉じんの発生  

 抑制  

・運搬車両の退出時のタイヤ洗浄  

・収集時分別や目視による石綿分別の徹底  

・作業環境、敷地境界での石綿の測定監視  

・仮置場の積上げ高さ制限、危険物分別に  

よる可燃性ガス発生や火災発生の抑制  

騒 音 ・ 振 動 

・撤去・解体等処理作業に伴  

う騒音・振動  

・仮置場への搬入、搬出車両  

の通行による騒音・振動  

・低騒音・低振動の機械、重機の使用  

・処理装置の周囲等に防音シートを設置  

土 壌 等  
・災害廃棄物から周辺土壌へ  

 の有害物質等の漏出  

・敷地内に遮水シートの設置  

・ＰＣＢ等の有害廃棄物の分別保管  

臭 気 

・災害廃棄物からの悪臭  ・腐敗性廃棄物の優先的な処理  

・消臭剤、脱臭剤、防虫剤の散布、シート  

による被覆等  

水 質 

・災害廃棄物に含まれる汚染  

物質の降雨等による公共水  

域への流出  

・敷地内に遮水シートを敷設  

・敷地内で発生する排水、雨水の処理  

・水たまりを埋めて腐敗防止  
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表３－２８  環境モニタリング地点の選定の考え方         

項   目  環境モニタリング地点の選定の考え方  

大気質、臭気 

・災害廃棄物処理機器（選別機器や破砕機など）の位置、腐敗性廃棄物（水

産廃棄物や食品廃棄物等）がある場合は、その位置を確認し、環境影響が

大きいと想定される場所を確認する。  

・災害廃棄物処理現場における主風向を確認し、その風下で周辺における住

居や病院など環境保全対象の位置を確認する。  

・環境モニタリング地点は、災害廃棄物処理現場の風下で周辺に環境保全対

象が存在する位置に設定する。なお、環境影響が大きいと想定される場所

が複数ある場合は、環境モニタリング地点を複数点設定することも検討事

項である。  

騒 音 ・ 振 動 

・騒音や振動の大きな作業を伴う場所、処理機器（破砕機など）を確認する。 

・作業場所から距離的に最も近い住居や病院などの保全対象の位置を確認す  

る。  

・発生源と受音点の位置を考慮し、環境モニタリング地点は騒音・振動の影

響が最も大きいと想定される位置に設定する。なお、環境影響が大きいと

想定される場所が複数ある場合は、環境モニタリング地点を複数点設定す

ることも検討事項である。  

土 壌 等 

・土壌については、事前に集積する前の土壌等１０地点程度を採取しておく

と、仮置場や集積所の影響評価をする際に有用である。また、仮置場を復

旧する際に、仮置場の土壌が汚染されていないことを確認するため、事前

調査地点や土壌汚染のおそれのある災害廃棄物が仮置きされていた箇所を

調査地点として選定する。東日本大震災の事例として、以下の資料が参考

になる。  

【参考資料】  

・仮置場の返還に伴う原状復旧に係る土壌汚染確認のための技術的事項

（環境省）  

・災害廃棄物仮置場の返還に係る土壌調査要領（岩手県）  

・災害廃棄物仮置場の返還に係る土壌調査要領運用手引書（岩手県）  

水 質 
・雨水の排水出口近傍や土壌汚染のおそれのある災害廃棄物が仮置きされて

いた箇所を調査する。  
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表３－２９  環境モニタリング方法の例           

影響項目  調査・分析方法（例）  

大 気 質 

（飛散粉じん） 

ＪＩＳＺ８８１４ろ過捕集による重量濃度測定方法に定めるローボリュー

ムエアサンプラーによる重量法に定める方法  

大 気 質 

（アスベスト） 

アスベストモニタリングマニュアル第４．０版（平成２２年６月環境省）

に定める方法  

騒 音 環境騒音の表示・測定方法（ＪＩＳＺ８７３１）に定める方法  

振 動 振動レベル測定方法（ＪＩＳＺ８７３５）に定める方法  

土 壌 等 

・第一種特定有害物質（土壌ガス調査）  

平成１５年環境省告示第１６号（土壌ガス調査に係る採取及び測定の方  

法）  

・第二種特定有害物質（土壌溶出量調査）  

平成１５年環境省告示第１８号（土壌溶出量調査に係る測定方法）  

・第二種特定有害物質（土壌含有量調査）  

平成１５年環境省告示第１９号（土壌含有量調査に係る測定方法）  

・第三号特定有害物質（土壌溶出量調査）  

平成１５年環境省告示第１８号（土壌溶出量調査に係る測定方法）  

臭 気 
臭気指数及び臭気排出強度算定の方法（Ｈ７．９環告第６３号）に基づく

方法とする。  

水 質 

・排水基準を定める省令（Ｓ４６．６総理府令第３５号）  

・水質汚濁に係る環境基準について（Ｓ４６．１２環告第５９号）  

・地下水の水質汚濁に係る環境基準について（Ｈ９．３環告第１０号）  

 

９  再生利用  

    災害廃棄物は、処理方法によって再生利用可能なものを多量に含んでおり、その

有効利用が復旧・復興時の資材として多く利用されることから、積極的に再生資材

として有効利用していくものとする。  

なお、再生利用する再生資材を表３－３０に示す。  

 

表３－３０  再生利用する再生資材            

災害廃棄物（発生源）  再生資材  利用用途等  

コ ン ク リ ー ト が ら 等  再生砕石  復興資材（道路路盤材等）  

金 属 類  金属  金属類  

木 質 類 （ 柱 、 角 材 ）  チップ、ペレット  
サーマルリサイクル（燃料）  

マテリアルリサイクル（資材） 

可 燃 物 （ 焼 却 対 象 ）  焼却灰  セメント原料等  
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第５節  住民への広報、問合せ・相談窓口の設置  

１  広報  

   平常時には、様々な機会を通じて広報・啓発を行うものとする。  

災害発生時は音信の不通等が想定されるため、災害廃棄物処理等に関する情報を

多くの対象者に確実に周知できるよう、複数の方法で情報提供を行うものとする。  

   なお、広報手段は表３－３１、広報内容は表３－３２に示す。  

発災直後は、緊急情報（仮設トイレの設置情報、危険物・有害物への対応、生活

系ごみ・災害ごみの排出方法等）に限って発信する。  

 

表３－３１  広報手段（例）  

対  象  者  広   報   手   段  

市 民 、 被 災 者 
防災行政無線、広報車、行政区回覧・掲示板、避難場所掲示板、広報

紙、報道機関、市ホームページ等  

各 関 係 機 関 防災行政無線、電話、ＦＡＸ、市ホームページ等  

報 道 機 関 電話、ＦＡＸ、文書、会見、市ホームページ等  

そ の 他 掲示板、チラシ、インターネット、市ホームページ、ＳＮＳ等  

 

表３－３２  広報内容（例）  

時  系  列  広   報   内   容  

平 常 時 

・情報入手手段  

・災害廃棄物処理計画（本計画）  

・災害廃棄物に関する事例の紹介  等  

初 動 期 

応 急 対 応 期 

復 旧 ・ 復 興 期 

・仮設トイレ設置場所  

・仮置場の場所、仮置場への搬入ルート、思い出の品の保管状況  

・便乗ごみ ＊、不法投棄、野外焼却等の不適性処理の禁止  

・危険物・有害物への対応、衛生確保に関する情報  

・災害廃棄物に対する問合せ先  

・災害廃棄物処理進捗状況  

・生活系ごみ及び災害ごみの排出方法  

・ごみ出しのルール  

・災害廃棄物の処理スケジュール  

＊  便乗ごみは、災害に乗じて排出されるごみで、災害によって発生したものでな  

いごみや市外から持ち込まれるごみを指す。  

 

２  問合せ・相談窓口の設置  

    災害発生時の問合せに対応するため、専用の市民窓口を設置し、情報の共有化を

図るため、対応を行った担当者が記録・整理し、集約を行うものとする。  

    災害廃棄物の排出方法や注意事項等の内容を記載したチラシを窓口に常備してお

く。  
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第４章  その他事項  

 第１節  各種手続き  

１  県への事務委託  

災害廃棄物は一般廃棄物として本市が処理することが原則となるが、被災状況や

執行体制などから主体となって災害廃棄物の事務処理を行うことが困難と判断され

る場合は、地方自治法第２５２条の１４第１項に基づき県に事務委託を行うものと

する。  

 

２  国による廃棄物の処理の代行  

平成２７年の災害対策基本法の改正により、被災地域において都道府県、市町村

等ともに極めて大きな被害を受けた場合に備え、被災後の機動的対応が可能となる

よう、国が処理指針に基づき、災害廃棄物の処理の代行を行うことができるように

なった。  

国による指定災害廃棄物の処理の代行は、指定された地域内の市町村の長からの

要請により、適用が判断されることとなる。  

 

第２節  災害廃棄物処理実行計画  

災害の初動対応終了後、実際に発生した災害の被災状況、災害廃棄物の発生量に応

じて、災害廃棄物の処理方法・処理体制等を定めるため、「災害廃棄物処理実行計画

（以下「実行計画」という。）」を策定する。  

１  実行計画の策定  

    災害時、被災状況を踏まえた災害廃棄物の発生量の推計結果と処理可能量を把握

し、速やかに実行計画を策定する。  

    発災直後は、災害廃棄物の発生量等を十分に把握できないこともあるが、災害廃

棄物処理の全体像を示すためにも実行計画を作成する必要があり、処理の進捗に応

じて段階的に見直しを行うものとする。  

また、大規模災害で被災市町村等のみで処理が困難であり、広域的な対応が必要

となる場合は、県においても実行計画を策定し、災害廃棄物処理の全体的な進行管

理を行う。  

なお、実行計画の具体的な項目を参考に次に示す。  

 

  



36 

参考（地震）：熊本市災害廃棄物処理実行計画の目次  

第１章  災害廃棄物処理実行計画策定の趣旨  

 １  計画の目的  

 ２  計画の位置づけと内容  

 ３  計画の期間  

 ４  計画の見直し  

第２章  被害状況と災害廃棄物の量  

 １  被害状況  

 ２  災害廃棄物の量  

第３章  災害廃棄物処理の基本方針  

 １  基本的な考え方  

 ２  処理期間  

 ３  処理の推進体制  

第４章  災害廃棄物の処理方法  

 １  災害廃棄物の処理フロー  

 ２  災害廃棄物の集積  

 ３  災害廃棄物の選別  

 ４  災害廃棄物の処理・処分  

 ５  進捗管理  

 ６  その他  

 

参考（風水害）：常総市災害廃棄物処理実行計画の目次  

第１章  災害廃棄物処理実行計画策定の趣旨  

 １  はじめに  

２  計画の位置づけ及び見直し  

 ３  災害廃棄物処理の基本方針  

 ４  対象地域  

 ５  処理の目標等  

第２章  被災状況と災害廃棄物の量  

 １  建物被害による災害廃棄物  

 ２  避難所等からの廃棄物（ごみ・し尿）発生量  

 ３  災害廃棄物の総発生量  

 ４  災害廃棄物処理の実行体制  

第３章  処理体制の確保  

 １  既存廃棄物処理施設の活用  

 ２  県内の周辺自治体施設の受入可能量  

 ３  仮置場の設置及び管理  

 ４  処理運営体制  

第４章  災害廃棄物の処理方法  

 １  処理対象廃棄物  

 ２  廃棄物の処理方法  

第５章  処理スケジュール  

第６章  実行計画の進捗管理  
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２  実行計画の見直し等  

    実行計画の見直しは、以下の内容に沿って行う。  

（１）  実行計画に基づき災害廃棄物処理を推進する。その際、進捗状況を速やか

に記録・管理する。  

（２）  復旧の進捗に伴い、発災直後は把握できなかった被災状況や災害廃棄物処

理の課題に対応し、処理の進捗に合わせて実行計画の見直しを行う。  

（３）  処理の進捗に応じ、施設の復旧状況や稼働状況、処理見込量、動員可能な

人員、資機材（重機や収集運搬車両、薬剤等）の確保状況を踏まえ、処理ス

ケジュールの見直しを行う。  

（４）  処理の進捗や災害廃棄物の性状変化などに応じ、処理フローの見直しを行

う。 

（５）  道路の復旧状況や周辺の生活環境の状況、仮置場位置を踏まえ収集運搬方

法の見直しを行う。  

（６）  災害廃棄物の処理が終了した後、処理に係る記録を整理するとともに評価

を行い、必要に応じて本計画の見直しを行う。  

なお、記録の整理は、時期区分（初動期、応急対応期、復旧・復興期等）

毎に振り返りを行い、発生量、発生原単位、処理経費等のデータ整理を行い、

記録として取りまとめることが望ましい。  
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